
 

■  協会けんぽの健康保険料率の変更 ■ 
令和2 年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3 月分（4 月納付分）からの適用となります。 

 
※40 歳から64歳までの方は、これに全国一律の介護保険料率（1.73%から1.79％へ引上げ）が加わります。 

※手続きをご依頼いただいている顧問先様は、 

ネットde 顧問 → ネットde 台帳 、または、あおばから送付する社会保険料一覧表をご確認ください。 

↑：引上げ ↑：引上げ

↓：引下げ ↓：引下げ

→：据え置き →：据え置き

埼玉県 9.79% ↑ 9.81% 茨城県 9.84% ↓ 9.77%

東京都 9.90% ↓ 9.87% 栃木県 9.92% ↓ 9.88%

神奈川県 9.91% ↑ 9.93% 群馬県 9.84% ↓ 9.77%

宮崎県 10.02% ↓ 9.91% 千葉県 9.81% ↓ 9.75%

平成31年度 平成31年度令和2年度 令和2年度

■  企業のご紹介（宣伝） ■ 
今回は、以前よりあおば事務所がHP 制作をお願いしている 合同会社Studio Orbiter の社⾧ 内藤 孝三様 の 
メッセージを紹介いたします。ちなみに、出来映えのサンプルはあおばのHP をご覧下さい。 
 
【内藤社長のメッセージ】 

問い合わせが来る、効果的なサイトをつくる Web 制作会社です。 

商品アピールや採用活動に必要な会社のプロモーションを Web サイト制作、写真撮影、動画制作、印刷物制作、広告宣伝まで、

すべてワンストップで行う制作会社です。 

単にきれいな Web サイトをつくるだけではなく、興味を持ってもらえるようなコンテンツづくりに欠かせない魅力的な写真や動画撮

影もお任せください。  

サイト制作後も、効率良くターゲットのお客様へアピールするためのネット広告への出稿や運用もサポートします。 

ホームページはこちら ： https://studio-orbiter.com/   お電話はこちら ： 048-788-9555 
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＜社会保険加入の顧問先様＞ 
社会保険の随時改定(いわゆる月変)…基本給はもちろんのこと通勤手当や時給等も含め固定的な給与(手当等）に変更があっ 
た場合やパートの方で勤務時間の変更の際には、該当した支払月の月末までに給与変更連絡票の送付をお願い致します。 

＜あおば新聞で貴社を紹介することができます＞  
貴社の業務をあおば新聞内で無料で紹介することができます。スペースは限られてしまいますが、詳細はご相談ください。 

＜あおば事務所の職員紹介＞ 
https://aobaroumuoffice.com/staff/ 左記ホームページ上で写真付きで紹介しておりますので、是非ご覧ください。 

 

年次有給休暇を適切に管理し取得率を向上させることは、より良い人材の採用・定着に結び付くことにな

ります。 

２０１９年４月 1 日以降に付与された年次有給休暇については『付与から１年の間に５日は必ず取得させ

る』ことが法律により義務化され、間もなく 1 年を迎えます。いま一度、年次有給休暇の取得状況をご確認

ください。(違反した場合には１人当たり３０万円以下の罰金が科されることがあります) 

 

対象となるのは、１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者となり、フルタイムの社員はもちろん、 

パートやアルバイトの方も、下表太枠に該当する方は対象となりますのでご注意ください。 

 

週所定 1年間の 継続勤務年数 

労働日数 所定労働日数 6か月 1年 

6か月 

2年 

6か月 

3年 

6か月 

4年 

6か月 

5年 

6か月 

6年 

6か月超 

4日 169～216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 

3日 121～168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 

2日 73～120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 

1日 48～72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 

 

なお、時給、日給の労働者が年次有給休暇を取得した場合には、『その日に労働したら支払われるはずだっ

た賃金』を支払います。 

 【例】 時給950円 × 1日の所定労働時間5時間 ⇒ 1日当たり 4,750円 

 

※ 年次有給休暇の単価の計算に迷われた場合は、ご遠慮なくご相談ください。 

 

 

 これまで、満65歳以上の労働者の雇用保険料は、事業主・本人負担分ともに免除となっていましたが、2020年3月31日を

もってこの免除措置期間が終了します。 

 2020年4月1日以降は、すべての企業において、これまで保険料免除となっていた高齢労働者についても雇用保険料(事業

主・本人)の負担が生じます。手続きをご依頼いただいている顧問先様へは、3月中旬に対象となる方のリストをお送りします

ので、必ずご確認ください。 

 実務上、給与計算では、2020年4月に締切日がある給与から、新たに雇用保険料の徴収が必要となります。 

 【例】  末締め翌月10日払いの事業所  ⇒ 5月10日支給の給与から徴収 

      15日締め当月25日払いの事業所  ⇒ 4月25日支給の給与から徴収 
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